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第１章 総則 

（目的） 



第１条 この要綱は、障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）が基本的人権を

享有する個人としての尊厳にふさわしい自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的か

つ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わ

らず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に

寄与することを目的とする障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条に規定する地域生

活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号。以下「政令」という。）、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年

厚生労働省令第１９号。以下「省令」という。）及び地域生活支援事業実施要綱（平

成１８年８月１日付け障発第０８０１００２号 厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部長名通知 別紙１。以下「国要綱」という。）の例によるものとする。 

（実施事業） 

第３条 市長は、国要綱に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むた

めに必要な次に掲げる事業を行うものとする。ただし、当該事業の利用があると見込

めない場合は、これを実施しないものとし、当該事業の実施体制が整わない場合は、

当面の間、これを実施しないことができるものとする。 

(1) 相談支援事業 

ア 障害者相談支援事業 

イ 基幹相談支援センター事業 

(1)の２ 成年後見制度利用支援事業 

(1)の３ 障害者虐待防止等事業 

(1)の４ 地域自立支援協議会運営事業 

(2) コミュニケーション支援事業 

ア 意思疎通支援者派遣事業 

イ 意思疎通支援者養成事業 

(3) 日常生活用具費支給事業 



(4) 移動支援事業 

(5) 地域活動支援センター事業 

ア 地域活動支援センターⅠ型 

イ 地域活動支援センターⅡ型 

ウ 地域活動支援センターⅢ型 

(6) 訪問入浴サービス事業 

(7) 生活支援事業 

ア 食の自立支援事業 

イ 重度障害者緊急通報システム事業 

ウ 障害者就職支度金給付事業 

(8) 日中一時支援事業 

(9) 社会参加促進事業 

ア 障害者文化事業開催支援事業 

イ 知的障害者サークル活動事業 

ウ 点字・声の広報等発行事業 

エ 身体障害者等自動車改造費助成事業 

オ 障害者自動車運転免許取得費助成事業 

カ 福祉タクシー利用助成事業 

キ 障害者施設等通所者交通費助成事業 

ク 軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助事業 

２ 市長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を、市長が適当と認める団体、法人等に

委託し又は団体、法人等に対し補助して実施することができるものとする。 

３ 市長は、前項に掲げる事業を実施するに当たり、当該事業の効率性及び利用者の利

便性の観点から、箱根町、真鶴町、湯河原町、南足柄市、中井町、大井町、松田町、

山北町及び開成町のうちの一部又は全部と当該事業を共同して実施することができる

ものとする。 

（負担上限月額等） 

第４条 第３条第１項第４号、第６号、第８号に掲げる事業の利用に係る同一月内に利

用した当該サービスの利用者が負担すべき額（以下「利用者負担額」という。）は、

介護給付費及び訓練等給付費の利用者負担額と合算の上、政令第１７条第１項各号に



定める負担上限月額を適用するものとする。 

２ 負担上限月額を適用する場合におけるサービスを提供する事業者による利用者負担

額の徴収の優先順位は、介護給付費及び訓練等給付費に係るものを優先するものとす

る。 

３ 第３条第１項第３号、第４号、第６号及び第８号に掲げる事業に係る負担上限月額

の認定並びに同項第７号イに掲げる事業中（市の有する電話加入権の貸与の決定に係

るものに限る。）並びに第９号エ及びオに掲げる事業の支給の決定においては、税法

上の寡婦（夫）控除が適用されない婚姻歴のないひとり親家庭であって、別に定める

ところにより市長から当該事実に係る証明を受けた者から申し出があったときは、当

該控除の適用があったものとみなし、認定等を行うものとする。 

（代理受領） 

第５条 市長は、第３条第１項第３号、第４号、第６号、第８号に規定するサービスに

係る支給決定障害者等の書面による意思表示があった場合には、当該サービス費を支

給決定障害者等に支給すべき額の限度において、支給決定障害者等に代わり、サービ

スを提供した事業者等に支払うことができる。 

２ 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し当該サービス費の

支給があったものとみなす。 

第２章 相談支援事業 

第１節 総則 

（目的） 

第６条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者など

からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために

必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるようにすることを目的とする。 

２ 相談支援事業は、次の各号に掲げる事業類型により実施するものとする。 

(1) 障害者相談支援事業 

(2) 基幹相談支援センター事業 

第２節 障害者相談支援事業 

（事業の内容） 

第７条 障害者相談支援事業は、相談者からの相談に応じ障害の種類に基づく特性や



個々の相談者の希望の把握に努めるとともに、次に掲げる業務を必要に応じて実施す

るものとする。 

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務 

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務 

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務 

(4) ピアカウンセリングに関する業務 

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務 

(6) 専門機関の紹介に関する業務 

(7) その他、障害者の地域生活支援のために市長が必要と認める業務 

第３節 基幹相談支援センター事業 

（事業の内容） 

第８条 基幹相談支援センター事業は、地域における相談支援事業が適正かつ円滑に実

施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専

門的職員を基幹相談支援センターに配置することや、基幹相談支援センターが地域に

おける相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の

支援、地域移行に向けた取組等を実施することにより、相談支援機能の強化を図るこ

ととする。 

２ 基幹相談支援センター事業は次の各号に掲げる業務を必要に応じて実施するものと

する。 

(1) 総合的、専門的な相談支援の実施 

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組 

(3) 地域移行・地域定着の促進の取組 

(4) 情報収集・発信 

(5) 地域自立支援協議会の運営 

(6) その他、相談支援機能の強化を図るために市長が必要と認めるもの 

第３章 障害者成年後見制度利用支援事業 

（目的） 

第９条 障害者成年後見制度利用支援事業（以下この章において「事業」という。）は、

障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的

障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの



障害者の権利擁護を図ることを目的とする。 

（委任） 

第１０条 事業は、小田原市成年後見制度における市長が行う審判の請求に関する要綱

（平成１３年５月１日制定）及び小田原市成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成

１８年１０月１日制定）に規定するところにより実施するものとする。 

第４章 障害者虐待防止等事業 

（目的） 

第１０条の２ 障害者虐待防止等事業は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する

支援等に関する法律（平成２３年法律第７９号）の規定に基づき、障害者に対する虐

待防止及び早期対応、養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連

携協力体制の整備等を行うことにより、障害者及びその家族等が地域で安心して生活

できる環境の整備に資することを目的とする。 

（委任） 

第１０条の３ 事業は、小田原市障害者虐待防止等事業実施要綱（平成２４年１０月１

日制定）に規定するところにより実施するものとする。 

第５章 地域自立支援協議会運営事業 

（目的） 

第１０条の４ 地域自立支援協議会運営事業（以下この章において「事業」という。）

は、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族等の、相互の連携の緊密化を図

ることにより、地域の障害者等への支援体制の整備、支援体制に関する課題の解決等

について協議を行う地域自立支援協議会を運営するものとする。 

２ 市は、事業運営の一部を第６条第２項第２号に規定する基幹相談支援センター事業

の受託者に委託することができる。 

（委任） 

第１０条の５ 事業は、箱根町、真鶴町及び湯河原町と共同し、小田原市・箱根町・真

鶴町・湯河原町地域障害者自立支援協議会設置規約（平成２５年３月２５日締結）に

規定するところにより実施するものとする。 

第６章 コミュニケーション支援事業 

第１節 総則 

（目的） 



第１１条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害

のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等（以下「聴覚障害者等」とい

う。）に、手話通訳等の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介す

る意思疎通支援者の派遣等を行い、コミュニケーションの円滑化を図ることを目的と

する。 

２ コミュニケーション支援事業は、次の各号に掲げる事業類型により実施するものと

する。 

(1) 意思疎通支援者派遣事業 

(2) 意思疎通支援者養成事業 

第２節 削除 

第１２条 削除 

第１３条 削除 

第１４条 削除 

第１５条 削除 

第１５条の２ 削除 

第１６条 削除 

第１７条 削除 

第３節 意思疎通支援者派遣事業 

（意思疎通支援者の派遣） 

第１８条 市は、本市の援護に係る聴覚障害者等で、次の各号に掲げるいずれかに該当

する場合で、手話通訳又は要約筆記の手段によらなければ他者との円滑な意思疎通が

困難なものに対する便宜を図るため、派遣を希望する聴覚障害者等の申請に基づき手

話通訳者又は要約筆記者（以下、この節において「意思疎通支援者」という。）を派

遣する。 

(1) 病院等における医療、診断等 

(2) 学校、幼稚園等における子弟の教育、保育等 

(3) 会社等における就職、職業 

(4) 日常生活を営む上で必要な手続等 

(5) 小田原市主催事業 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 



２ 前項各号に規定する意思疎通支援者の派遣に係る派遣区域は、神奈川県内とする。

ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

３ 第１項各号に規定する意思疎通支援者の派遣に係る派遣時間は、午前８時３０分か

ら午後５時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

４ 前３項の規定にかかわらず、市長は他の地方公共団体の長等から意思疎通支援者の

派遣の依頼があるときは、当該地方公共団体の聴覚障害者等を対象者として意思疎通

支援者を派遣することができるものとする。この場合の派遣費用は当該地方公共団体

が負担することとする。 

５ 前４項の規定にかかわらず、市長は、市内において、緊急に意思疎通支援者の派遣

を必要とする市外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者

として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。この場合の派遣費用は、

原則、当該聴覚障害者等が居住する地方公共団体が負担するものとする。 

（意思疎通支援者の登録） 

第１９条 市に意思疎通支援者の登録を行おうとする者は、意思疎通支援者登録申請書

（様式第２号）に次項に掲げるいずれかの資格を証する書類を添付して、市長に申請

しなければならない。 

２ 前項の登録を行おうとする者は、手話通訳者にあっては、第１号又は第２号のいず

れかに、要約筆記者にあっては、第３号に該当するものでなければならない。 

(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令（平成

２１年厚生労働省令第９６号）に基づき実施された手話通訳技能認定試験（手話通

訳士試験）に合格した者 

(2) 神奈川県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録さ

れた者 

(3) 神奈川県が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録さ

れた者 

３ 市長は、第１項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、申請

者に対し意思疎通支援者登録証（様式第３号）を交付しなければならない。 

（意思疎通支援者の服務） 

第２０条 意思疎通支援者は、その活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者等の人権

を尊重し、誠意を持って活動するとともに、当該活動上知り得た秘密を守らなければ



ならない。 

２ 意思疎通支援者は、意思疎通支援に従事する際は、意思疎通支援者登録証を携帯し、

関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 意思疎通支援者は、手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向

上に努めなければならない。 

（派遣の申請等） 

第２１条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする者は、当該派遣を受けようとする日

の７日前までに意思疎通支援者派遣申請書（様式第４号）により市長に申請しなけれ

ばならない。ただし、緊急の場合は、事後速やかに規定の手続を行うものとする。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ派遣の適否を決定し、

適当と認める場合は、市に登録されている意思疎通支援者の中から速やかに担当の意

思疎通支援者を選定し、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の意思疎通支援者を選定したときは、速やかに当該意思疎通支援者に

意思疎通支援を依頼しなければならない。 

４ 市長は、意思疎通支援者の派遣に際し、市に登録されている意思疎通支援者の中か

ら選定が困難な場合は、身体障害者福祉法（昭和２４年法律２８３号）第３４条に基

づく聴覚障害者情報提供施設等（以下「聴覚障害者情報提供施設等」という。）又は

他の地方公共団体に対し、意思疎通支援者の派遣を要請することができるものとする。 

５ 市長は、第１８条第２項ただし書の規定により神奈川県外に意思疎通支援者を派遣

する場合は、当該地域を管轄する地方公共団体又は聴覚障害者情報提供施設等に対し、

意思疎通支援者の派遣を要請することができるものとする。 

（報告） 

第２２条 意思疎通支援者は、派遣された日から１４日以内に当該月分の意思疎通支援

の実施内容を意思疎通支援実施報告書（様式第５号）により、市長に報告しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別表第１に定めると

ころにより算定した謝礼金を意思疎通支援者に支払うものとする。ただし、前条第４

項及び第５項の規定により意思疎通支援者の派遣を要請した場合の謝礼金の額は、当

該団体等の規定によるものとする。 

（費用負担） 



第２３条 意思疎通支援者の派遣を受けた者の当該派遣に係る費用は、原則無料とする。

ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加

費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。 

第４節 意思疎通支援者養成事業 

（目的） 

第２３条の２ 意思疎通支援者養成事業は、聴覚言語障害者等のコミュニケーション手

段の充実のため、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員を養成し、もって聴覚言語障害者等

の福祉の向上を図ることを目的とする。 

第７章 日常生活用具費支給事業 

（目的） 

第２４条 日常生活用具費支給事業は、本市の援護に係る在宅の障害者等又は施設に入

所する障害者等（市長が特に認める場合に限る。）に対し、日常生活用具費を支給す

ることにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを

目的とする。 

（日常生活用具の種目及び支給対象者） 

第２５条 費用の支給の対象となる日常生活用具の種目及び品目は、別表第２に定める

「種目」欄及び「品目」欄に掲げるものとし、その対象者は、同表の「支給対象障害

等」欄に該当し、かつ、「その他対象とする条件等」欄に掲げる条件等を満たす障害

者等とする。ただし、次の各号の規定に該当する者は除く。 

(1) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）により、給付の対象となる用具の貸与

又は購入費の支給を受けられる者 

(2) 法第７６条第１項ただし書に規定する補装具費支給対象障害者等とならない者 

２ 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体から日常生活用具に相当する用具の

給付を受けた場合又は用具に係る費用の全部又は一部の支給を受けた場合は、当該用

具と同一の日常生活用具については、当該給付を受けたとき又は費用の支給を受けた

ときから別表第２に定める耐用年数が経過するまでは、費用を支給しない。ただし、

修理不能により用具の使用が困難になった場合（支給決定障害者等の責に帰すべき事

由により修理不能となった場合を除く。）その他小田原市福祉事務所長（以下「福祉

事務所長」という。）が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

（申請） 



第２６条 日常生活用具費の支給を受けようとする者は、日常生活用具費支給申請書

（様式第６号）を福祉事務所長に提出するものとする。 

（決定） 

第２７条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに必要な調

査を行い、支給の要否を決定するとともに、点字図書並びにストマ用装具（蓄便袋）、

ストマ用装具（蓄尿袋）及び紙おむつほか衛生用品を除く日常生活用具費の支給にあ

っては日常生活用具費支給決定通知書（様式第６号の２）により、ストマ用装具（蓄

便袋）、ストマ用装具（蓄尿袋）及び紙おむつほか衛生用品に係る日常生活用具費の

支給にあっては日常生活用具費支給決定通知書（様式第６号の３）により当該申請者

に通知しなければならない。 

２ 福祉事務所長は、前条の調査により日常生活用具費の支給を決定したときは、点字

図書並びにストマ用装具（蓄便袋）、ストマ用装具（蓄尿袋）及び紙おむつほか衛生

用品を除く日常生活用具費の支給にあっては日常生活用具費支給券（様式第７号）を、

点字図書の費用の支給にあっては点字図書発行費支給証明書（様式第８号）を、スト

マ用装具（蓄便袋）、ストマ用装具（蓄尿袋）及び紙おむつほか衛生用品に係る日常

生活用具費の支給にあっては日常生活用具費支給券（様式第７号の２）を交付するも

のとする。 

３ ストマ用装具（蓄便袋）、ストマ用装具（蓄尿袋）及び紙おむつほか衛生用品に係

る日常生活用具費の支給額が確定したときは、日常生活用具費支給額決定通知書（様

式第８号の２）により申請者あてに通知するものとする。 

（日常生活用具の受領） 

第２８条 前条の規定により、日常生活用具費の支給の決定を受けた者（以下、この章

において「支給決定障害者等」という。）は、日常生活用具納入業者に対し、点字図

書を除く日常生活用具費の支給にあっては日常生活用具費支給券を、点字図書の費用

の支給にあっては点字図書発行費支給証明書をそれぞれ提出して日常生活用具等を受

領するものとする。 

（日常生活用具費の支給等） 

第２９条 市長は、支給決定障害者等に対し、日常生活用具費を支給する。 

２ 点字図書を除く日常生活用具費の支給額は、別表第２の「基準額」の欄に定める額

（当該支給に係る日常生活用具の額が基準額に満たない場合は、当該日常生活用具の



額。以下、この章において「基準額」という。）の１００分の９０に相当する額とす

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、同一月において基準額から同項の規定により算出された

日常生活用具費の支給額を控除して得た額が、第３０条に規定する負担上限月額を超

えるときは、日常生活用具費の支給額は、基準額の１００分の９０に相当する額を超

え１００分の１００に相当する額以下の額とする。 

４ 点字図書の日常生活用具費の支給額は、点字図書発行費の総額から一般図書の購入

価格相当額を控除した額とする。 

（負担上限月額） 

第３０条 支給決定障害者等が、同一月において複数の日常生活用具費の支給を受けた

場合に負担すべき額の上限は、政令第４３条の３各号に定める補装具費に係る負担上

限月額の例による。 

（用具の取扱い） 

第３１条 日常生活用具費の支給を受けた者は、当該支給を受けた日常生活用具を日常

生活用具費支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し

てはならない。 

（費用の返還） 

第３２条 福祉事務所長は、日常生活用具費の支給を受けた者が前条の規定に違反して

いると認める場合は、当該日常生活用具費の全部又は一部の返還を求めることができ

る。 

第８章 移動支援事業 

（目的） 

第３３条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支

援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的と

する。 

（実施方法） 

第３４条 福祉事務所長は、移動支援が必要な障害者等に対し、個別的に支援を行うも

のとする。 

（対象者） 

第３５条 移動支援事業の対象者は、本市の援護に係る障害者等であって、社会生活上



必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出（通勤、営業活動等の経済

活動に係る外出、通年にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、かつ、原

則として１日の範囲で用務を終えるものに限る。）に移動のための支援の必要がある

と福祉事務所長が認めた者とする。 

（申請） 

第３６条 移動支援事業を利用しようとする障害者等は、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行細則（平成１８年小田原市規則第９号。以下

「施行細則」という。）に規定する障害福祉サービス費等支給（変更）申請書兼利用

者負担額減額・免除（変更）申請書を福祉事務所長に提出するものとする。 

（決定） 

第３７条 福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内

容を審査し、利用の可否を決定し、当該申請者に通知するとともに、受給者証を交付

するものとする。 

（支給） 

第３８条 市長は、支給決定障害者等が次条の規定により指定を受けた移動支援事業者

からサービスの提供を受けたときは、移動支援サービス費を支給する。 

２ 移動支援サービス費の支給額は、別表第３に掲げる基準により算出した移動支援サ

ービスの提供に要する費用の額（以下この章において「基準額」という。）の１００

分の９０に相当する額とする。ただし、第４条の規定による負担上限月額が適用され

る場合は、移動支援サービス費の支給額は、基準額の１００分の９０に相当する額を

超え１００分の１００に相当する額以下の額とする。 

（負担上限月額） 

第３８条の２ 支給決定障害者等が同一月において移動支援サービス費の支給を受けた

場合に負担すべき額の上限は、政令第１７条各号に定める指定障害福祉サービス費等

に係る負担上限月額の例による。 

（移動支援事業者の指定等） 

第３８条の３ 移動支援事業者の指定は、別に定めるところにより、移動支援事業を行

う者の申請により、移動支援事業を行う事業所ごとに行う。 

２ 移動支援事業によるサービスを提供する事業者については、次の各号のいずれにも

該当することを指定の要件とする。 



(1) 法第２９条第１項の規定に基づき法第５条に規定する居宅介護、重度訪問介護、

同行援護又は行動援護を行う指定障害福祉サービス事業者として指定を受けている

こと。 

(2) 移動支援に係るサービスを安全かつ円滑に実施する体制が確保されていること。 

(3) 移動支援に係るサービスの提供にあたっては、コーディネーター等を設置し、

必要な調整を行うことができること。 

(4) 障害者等の福祉に関する知識と理解を有し、利用者の人権を尊重した対応がで

きること。 

(5) サービス提供に係る新任従事者養成研修、現任従事者研修等を実施し、サービ

スの実施水準の確保、技術及び資質の向上等に努める体制が確保されていること。 

３ 法第３６条第３項、第３７条、第４１条から第４３条まで、第４６条第１項及び第

２項、第４７条の２第１項、第４８条第１項、第４９条第１項及び第３項から第５項

まで並びに第５０条第１項第１号から第１１号の規定のうち、指定障害福祉サービス

事業及び指定障害福祉サービス事業所に関するものについては、「都道府県知事」と

あるものは市長と読み替え、移動支援事業の指定について準用する。 

４ 移動支援事業の係るサービス提供従事者については、次の各号のいずれにも該当す

ることを要件とする。 

(1) 原則として１８歳以上の者で、障害児者の福祉に関する知識と理解を有してい

る者 

(2) 居宅介護従事者養成研修等修了者又はこれに準ずる者であり、障害児者の移動

支援を安全かつ円滑に行うことができる者 

第９章 地域活動支援センター事業 

（目的） 

第３９条 地域活動支援センター事業（以下この章において「事業」という。）は、障

害者等に対し、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との

交流の促進等の便宜を供与することにより、その地域生活支援の促進を図ることを目

的とする。 

（事業の類型） 

第４０条 事業は、次の各号に掲げる類型を設け実施するものとする。 

(1) 地域活動支援センターⅠ型 指定相談支援事業者が、障害者に対し、創作的活



動、生産活動の機会の提供等を行うとともに、精神保健福祉士等の専門職員を配置

し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランテ

ィアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及・啓発等を行う事業 

(2) 地域活動支援センターⅡ型 主に平成１８年９月末日の時点において障害者デ

イサービスを提供していた事業所が、創作的活動、生産活動の機会の提供等を行う

とともに、地域において雇用、就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適

応訓練、入浴等のサービスを提供する事業 

(3) 地域活動支援センターⅢ型 主に神奈川県障害者地域作業指導事業実施要領

（昭和５２年１０月１日神奈川県制定）又は神奈川県在宅精神障害者地域作業指導

事業実施要領（昭和５７年４月１日神奈川県制定）に基づく障害者地域作業所を運

営していた法人が、雇用、就労が困難な在宅障害者に対し、創作的活動、生産活動

の機会の提供等を行う事業 

第１０章 訪問入浴サービス事業 

（目的） 

第４１条 訪問入浴サービス事業（以下この章において「事業」という。）は、地域に

おける障害者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供

し、障害児・者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を

図ることを目的とする。 

（対象者） 

第４２条 事業の対象者は、本市の援護に係る障害者のうち、第１号から第４号までの

いずれかに該当し、かつ第５号から第７号までの全てに該当するものとする。 

(1) 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、その

障害の級別が１級又は２級であるもの 

(2) 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）の規定による知的障害者更生相

談所若しくは児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定による児童相談所

（以下「知的障害者更生相談所等」という。）において知能指数が３５以下と判定

された者 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）の規

定による精神障害者保健福祉手帳（以下「精神保健福祉手帳」という。）の交付を

受けている者で、その障害等級が１級であるもの若しくは精神障害を事由として障



害年金の受給資格を得た者で、その障害等級が１級であるもの 

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、政令で定めるも

のに罹患している者で、その障害の程度が第１号から第３号に掲げる障害の程度と

同程度であるもの 

(5) 本市の援護に係る介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条に規定する訪

問入浴介護及び同法第８条の２に規定する介護予防訪問介護入浴の対象とならない

者 

(6) 入浴に際し、介助が必要であり、かつ、居宅以外での入浴が困難な者 

(7) 医師の診断により、入浴することが可能であると認められる者 

（サービスの利用回数） 

第４３条 訪問入浴サービスの利用回数は、障害児・者１人当たり１月につき概ね４回

とする。ただし、特別な事情があり福祉事務所長が必要と認める場合は、この限りで

ない。 

（申請） 

第４４条 訪問入浴サービス事業を利用しようとする障害者等は、施行細則に規定する

障害福祉サービス費等支給（変更）申請書兼利用者負担額減額・免除（変更）申請書

に健康診断書（様式第１０号）を添えて福祉事務所長に申請するものとする。 

（決定） 

第４５条 福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内

容を審査し、利用の可否を決定し、当該申請者に通知するとともに、受給者証を交付

するものとする。 

（支給） 

第４６条 福祉事務所長は、支給決定障害者等が第４６条の３の規定により指定を受け

た訪問入浴サービス事業者からサービスの提供を受けたときは、訪問入浴サービス費

を支給する。 

２ 訪問入浴サービス費の支給額は、別表第４に定める基準により算出した訪問入浴サ

ービスの提供に要する費用の額（以下この章において「基準額」という。）の１００

分の９０に相当する額とする。ただし、第４条の規定による負担上限月額が適用され

る場合は、訪問入浴サービス費の支給額は、基準額の１００分の９０に相当する額を

超え１００分の１００に相当する額以下の額とする。 



（負担上限月額） 

第４６条の２ 支給決定障害者等が同一月において訪問入浴サービス費の支給を受けた

場合に負担すべき額の上限は、政令第１７条各号に定める指定障害福祉サービス費等

に係る負担上限月額の例による。 

（訪問入浴サービス事業者の指定） 

第４６条の３ 訪問入浴サービス事業者の指定は、別に定めるところにより、訪問入浴

サービス事業を行う者の申請により、訪問入浴サービス事業を行う事業所ごとに行う。 

２ 訪問入浴サービス事業によるサービスを提供する事業者については、次の各号のい

ずれにも該当することを指定の要件とする。 

(1) 介護保険法第７０条に基づき同法第８条に規定する訪問入浴介護を行う指定居

宅サービス事業者として指定を受けていること又は同法第１１５条の２に基づき同

法第８条の２に規定する介護予防訪問入浴介護を行う指定介護予防サービス事業者

として指定を受けていること。 

(2) 訪問入浴に係るサービスを安全かつ円滑に実施する体制が確保されていること。 

(3) 障害者等の福祉に関する知識と理解を有し、利用者の人権を尊重した対応がで

きること。 

(4) サービス提供に係る新任従事者養成研修、現任従事者研修等を実施し、サービ

スの実施水準の確保、技術及び資質の向上等に努める体制が確保されていること。 

３ 介護保険法第７０条から第７７条まで及び第１１５条の２から第１１５条の８まで

の規定は、訪問入浴サービス事業者の指定について準用する。 

（遵守事項） 

第４７条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 訪問入浴サービスの提供を受けるに当たっては、対象者を常時介護している家

族又はこれに代わる者が必ず付き添うこと。 

(2) 市長が必要があると認めるときは、医師の診断書を提出すること。 

(3) 訪問入浴サービスを利用しないこととなった場合には、訪問入浴サービス実施

予定日の前日までに訪問入浴サービス事業者へ届け出ること。 

（実績報告） 

第４８条 訪問入浴サービス事業者は、毎月１０日までに、前月分の訪問入浴サービス

の提供状況について、訪問入浴サービス提供実績報告書（様式第１１号）により、福



祉事務所長に報告しなければならない。 

第１１章 削除 

第４９条 削除 

第５０条 削除 

第５１条 削除 

第５２条 削除 

第５３条 削除 

第１２章 食の自立支援事業 

（目的） 

第５４条 食の自立支援事業は、在宅の重度障害者に対し、食の自立の観点から、配食、

調理支援及び会食等の食に関連するサービス（以下「食関連サービス」という。）の

利用調整を図るとともに、食事を定期的に当該重度障害者の自宅に配達することによ

り、その能力に応じた自立した生活を営むことができるよう支援し、その健康状態の

確認を行い、もって在宅障害者福祉の向上を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第５５条 この事業の対象者は、本市の援護に係る概ね６５歳未満の単身又は重度障害

者のみの世帯若しくは対象者以外の者が高齢者のみである世帯に属する在宅の重度障

害者で、栄養バランスの良い食事の提供を受けることが困難な者（小田原市食の自立

支援事業実施要綱（平成１６年１２月１日制定）の適用を受ける者を除く。）とする。 

２ 前項の「重度障害者」とは、次の各号の１つ以上に該当する者をいう。 

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の級別が１級又は２級であ

るもの 

(2) 知的障害者更生相談所等において知能指数が３５以下と判定された者 

(3) ３級の障害の級別である身体障害者手帳の交付を受け、かつ、知的障害者更生

相談所等において、その知能指数が５０以下であると判定された者 

(4) 精神保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が１級であるもの

又は精神障害を事由として障害年金の受給資格を得た者で、その障害等級が１級で

あるもの 

(5) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、政令で定めるも

のに罹患している者で、その障害の程度が第１号から第４号に掲げる障害の程度と



同程度であるもの 

（事業内容） 

第５６条 この事業の内容は、次のとおりとする。 

(1) 食のアセスメント 対象者の心身の状態及び生活環境等を確認し、食の自立の

観点から調査及び評価をした上で、食関連サービスの利用調整を行う。 

(2) 配食サービス 調理された食事を対象者の自宅に届け、その安否を確認すると

ともに、健康状態等に異常が見受けられる場合は、関係機関に連絡を行う。 

（実施） 

第５７条 市は、食のアセスメントの実施に当たっては、法に規定する相談支援につい

て市から委託を受けた指定相談支援事業者に委託することができるものとし、配食サ

ービスの実施に当たっては、社会福祉法人等に委託して実施するものとする。 

（利用手続） 

第５８条 この事業による配食サービスの提供を受けようとする者は、食の自立支援事

業利用申請書（様式第１２号）により市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、食のアセスメントを行い、配食サー

ビスの利用の可否を決定するとともに、その結果を申請者及び配食サービス受託者に

対し通知するものとする。 

（配食サービスの回数等） 

第５９条 配食サービスは、前条第２項の規定によりその利用を認める旨の決定を受け

た者に対し、１日につき１食分を１回とし、市長が必要と認める回数を実施するもの

とする。 

２ 配食サービスは、次に掲げる日においては、実施しない。ただし、市長が特に必要

と認めた場合は、この限りでない。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) １２月２９日から３１日まで、１月２日及び３日 

(4) 災害等のため配食が不可能と認められる日 

(5) その他市長が不適当と認めた日 

（有効期間） 

第６０条 配食サービスの実施期間は、対象者の心身の状況及び生活環境等を勘案し、



１年間を限度として市長が決定するものとする。 

２ 配食サービスの利用者が実施期間の経過後も継続して配食サービスの利用を希望す

る場合で、市長が必要と認めるときは、改めて食のアセスメントを受けなければなら

ない。 

（利用者負担） 

第６１条 配食サービスの利用者は、食事の区分ごとに食事提供に係る原材料費及びそ

の調理に係る費用を基礎として別表第６に定める額を負担しなければならない。ただ

し、市長が特に必要と認めた場合には、これを免除することができるものとする。 

（利用の中止等） 

第６２条 市長は、利用者が第５５条に定める対象者の要件に該当しなくなったときは、

その利用を中止させるものとする。 

２ 利用者が自己の都合により配食サービスの利用を中止しようとするときは、食の自

立支援事業利用中止申出書（様式第１３号）により市長に申し出なければならない。 

（調整会議の開催等） 

第６３条 市長は、事業の実施について関係機関と調整を行うため、必要に応じて調整

会議を開催するものとする。 

２ 関係機関は、事業の実施について、互いに調整を図り、円滑な執行に努めるものと

する。 

第１３章 重度障害者緊急通報システム事業 

（目的） 

第６４条 重度障害者緊急通報システム事業（以下この章において「事業」という。）

は、単身又は重度障害者のみの世帯に属する重度障害者の健康状態の悪化等による緊

急事態に対する不安を解消し、併せて緊急事態発生時の万全な対策を講じ、及び健康

等に関する相談を随時受け付けることにより、在宅障害者福祉の向上を図ることを目

的とする。 

（対象者） 

第６５条 事業は、次の各号に掲げる者（小田原市独居老人等緊急通報システム事業運

営要綱（昭和６３年７月１日制定）の適用を受ける者を除く。以下この章において

「対象者」という。）に対して行うものとする。 

(1) 本市の援護に係る単身の重度障害者又は重度障害者のみの世帯に属する者 



(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

２ 前項の重度障害者とは、次の各号の１つ以上に該当する者をいう。 

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の級別が１級又は２級であ

るもの 

(2) 知的障害者更生相談所等において、その知能指数が３５以下であると判定され

た者 

(3) 障害の級別が３級である身体障害者手帳の交付を受け、かつ、知的障害者更生

相談所等において、その知能指数が５０以下であると判定された者 

(4) 精神保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が１級であるもの

又は精神障害を事由として障害年金の受給資格を得た者で、その障害等級が１級で

あるもの 

(5) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、政令で定めるも

のに罹患している者で、その障害の程度が第１号から第４号に掲げる障害の程度と

同程度であるもの 

（事業の委託） 

第６６条 事業は、緊急通報システムを業とする法人（以下この章において「受託者」

という。）に委託して行うものとする。 

（事業の内容） 

第６７条 事業は、対象者に受託者の携帯用無線発信機、無線受信機及び専用通信機

（以下この章において「貸与機器」という。）を貸与し、電話回線に接続して行うも

のとする。 

２ 対象者は、緊急事態が発生したときは、貸与機器により受託者に通報する。 

３ 受託者は、前項の規定により対象者からの通報を受けた場合は、直ちに電話により

確認し、又は必要に応じ、対象者の住居に直行し、関係者及び関係機関に連絡するな

ど適切な処置を行うものとする。 

４ 受託者は、対象者からの健康等に関する電話相談（以下この章において「健康電話

相談」という。）を随時受け付けるものとする。 

（申請手続等） 

第６８条 事業を利用しようとする者（以下この章において「申請者」という。）は、

対象者の地域を担当する民生委員（以下この章において「担当民生委員」という。）



の確認を受け、小田原市重度障害者緊急通報システム事業申請書（様式第１４号）に

より市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を受理したときは、対象者の健康状態、家庭状況等を調査の上、

事業の適用の要否を決定し、申請者、担当民生委員及び受託者に通知するものとする。 

３ 受託者は、前項の通知を受けたときは、速やかに事業を実施しなければならない。 

４ 第２項の規定により事業の適用の決定通知を受けた者（以下この章において「利用

者」という。）は、貸与機器の貸与を受けたときは、速やかに誓約書（様式第１５

号）を市長に提出しなければならない。 

（福祉電話の貸与） 

第６９条 利用者が電話加入権を有していない場合において、当該利用者から申請があ

った場合には、市長は、当該利用者が被保護者又は当該利用者の前年分に係る所得税

が非課税の者に限り、小田原市が所有する電話加入権（以下この章において「福祉電

話」という。）を使用させることができる。 

２ 前項の申請は、小田原市福祉電話貸与申請書（様式第１６号）により市長に提出し

て行わなければならない。 

３ 福祉電話の設置又は撤去に係る工事費用（住所移転に伴うものを含む。）及び毎月

の回線使用料（基本料等）は市が負担し、ダイヤル通話料及び電話機等を毀損させた

場合の修理費については、利用者の負担とする。 

（貸与機器の使用制限等） 

第７０条 利用者は、貸与機器の原状を変更し、転貸し、又は事業の目的以外の目的に

使用してはならない。 

２ 利用者は、貸与機器を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出なければ

ならない。 

３ 市長は、前項の届出を受けたときは、直ちに受託者に連絡しなければならない。こ

の場合において、損傷又は亡失が利用者の故意によるものと認められるときは、利用

者はその損害を受託者に賠償しなければならない。 

（届出） 

第７１条 利用者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、速やかに担

当民生委員の確認を受け、小田原市重度障害者緊急通報システム事業変更届出書（様

式第１７号）により市長に届け出なければならない。 



(1) 住所、氏名、電話番号又は緊急連絡先（別居親族の連絡先を含む。）に変更が

あったとき。 

(2) 長期間不在にするとき。 

（利用の取消し） 

第７２条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に利用の取

消しを通知するとともに担当民生委員に連絡しなければならない。 

(1) 第６５条の規定に該当しなくなったとき。 

(2) 利用の取消しを申し出たとき。 

(3) 常に電話料を滞納し、使用を差し止められたとき。 

２ 市長は、前項の取消しをしたときは、利用者に対し、福祉電話を貸与している場合

には、その返還を請求するとともに、直ちに受託者にその旨を通知し、受託者は、そ

の取消しに伴う必要な事務を処理するものとする。 

（費用負担） 

第７３条 利用者は、利用に要する電話料を負担するものとする。 

（関係機関との連携） 

第７４条 市長は、事業を円滑に運営するため、警察署、消防署等の行政機関と密接な

連携を保つとともに、民間関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。 

第１４章 削除 

第７５条 削除 

第７６条 削除 

第７７条 削除 

第７８条 削除 

第７９条 削除 

第８０条 削除 

第１５章 日中一時支援事業 

（目的） 

第８１条 日中一時支援事業（以下この章において「事業」という。）は、障害福祉サ

ービス事業所、障害者支援施設において、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り、

社会に適応するための日常的な訓練等を行うことにより、障害者等の福祉の向上及び

障害者等の家族の就労支援並びに障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休



息の確保を図ることを目的とする。 

（事業の実施） 

第８２条 市は、地域や障害者等の実情に応じたサービス利用ができるよう、障害者等

のための援護事業を行う法人が、その施設、事業所において、随時、利用者を受け入

れ、市はその利用料を助成する方式により日中一時支援事業を実施する。 

（申請） 

第８３条 日中一時支援事業を利用しようとする障害者等は、施行細則に規定する障害

福祉サービス費等支給（変更）申請書兼利用者負担額減額・免除（変更）申請書を福

祉事務所長に提出するものとする。 

（決定） 

第８４条 福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内

容を審査し、利用の可否を決定し、当該申請者に通知するとともに、受給者証を交付

するものとする。 

（支給） 

第８５条 市長は、日中一時支援事業に係る支給決定障害者等が第８５条の３の規定に

より指定を受けた日中一時支援事業者からサービスの提供を受けたときは、日中一時

支援サービス費を支給する。 

２ 日中一時支援サービス費の支給額は、別表第８に掲げる基準により算出した日中一

時支援サービスの提供に要する費用の額（以下この章において「基準額」という。）

の１００分の９０に相当する額とする。ただし、第４条の規定による負担上限月額が

適用される場合は、日中一時支援サービス費の支給額は、基準額の１００分の９０に

相当する額を超え１００分の１００に相当する額以下の額とする。 

第８５条の２ 支給決定障害者等が同一月において日中一時支援サービス費の支給を受

けた場合に負担すべき額の上限は、政令第１７条各号に定める指定障害福祉サービス

費等に係る負担上限月額の例による。 

（日中一時支援事業事業者の指定等） 

第８５条の３ 日中一時支援事業事業者の指定は、別に定めるところにより、日中一時

支援事業を行う者の申請により、日中一時支援事業を行う事業所ごとに行う。 

２ 日中一時支援事業によるサービスを提供する事業者については、次の各号のいずれ

にも該当することを指定の要件とする。 



(1) 法第２９条第１項の規定に基づき法第５条に規定する生活介護、短期入所、自

立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う指定障害福祉サービス事業者と

して指定を受けていること、児童福祉法第４３条に規定する児童発達支援センター

として指定を受けていること又は同法第２１条の５の３第１項の規定に基づき同法

第６条の２の２第４項に規定する放課後等デイサービスを行う障害児通所支援事業

者として指定を受けていること。 

(2) 日中一時支援事業に係るサービスを安全かつ円滑に提供する体制が確保されて

いること。 

(3) 障害者等の福祉に関する知識と理解を有し、利用者の人権を尊重した対応がで

きること。 

(4) サービス提供に係る新任従事者養成研修、現任従事者研修等を実施し、サービ

スの実施水準の確保、技術及び資質の向上等に努める体制が確保されていること。 

３ 法第３６条第３項、第３７条、第４１条から第４３条まで、第４６条第１項及び第

２項、第４７条の２第１項、第４８条第１項、第４９条第１項及び第３項から第５項

まで並びに第５０条第１項第１号から第１１号の規定のうち、指定障害福祉サービス

事業及び指定障害福祉サービス事業所に関するものについては、「都道府県知事」と

あるものは市長と読み替え、日中一時支援事業事業者の指定について準用する。 

第８６条 削除 

第１６章 削除 

第８７条 削除 

第８８条 削除 

第８９条 削除 

第９０条 削除 

第１７章 削除 

第９１条 削除 

第１８章 障害者文化事業開催支援事業 

（目的） 

第９２条 障害者文化事業開催支援事業は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）

の趣旨を踏まえ、障害者及び障害者福祉に関する情報の発信、障害者相互及び障害者

と健常者との交流の場の創出等を支援することにより、障害者の自立と社会参加の促



進を図ることを目的とする。 

第１９章 知的障害者サークル活動事業 

（目的） 

第９３条 知的障害者サークル活動事業（以下この章において「事業」という。）は、

在宅知的障害者を対象に、社会見学、レクリエーション活動、ボランティア活動等を

通じて、その余暇の有効活用と日常生活に必要な基礎知識の習得を図り、もって当該

知的障害者の社会参加と自立した生活を促進することを目的とする。 

第２０章 点字・声の広報等発行事業 

（目的） 

第９４条 点字・声の広報等発行事業は、視覚による情報入手が困難な障害者等のため

に、点訳、音訳その他障害者にわかりやすい方法により、市の広報、生活情報、その

他障害者等が地域生活をする上で必要度の高い情報等を定期的に障害者に提供するこ

とを目的とする。 

第２１章 身体障害者等自動車改造費助成事業 

（目的） 

第９５条 身体障害者等自動車改造費助成事業は、身体障害者等がその所有する自動車

又は新たに購入する自動車を自らが運転できるよう改造する場合に、改造に要する経

費を助成することにより、身体障害者等の自立した生活及び社会参加の促進を図り、

その福祉を増進することを目的とする。 

（助成の対象者） 

第９６条 身体障害者等自動車改造費の助成を受けることができる者は、本市の援護に

係る者で、第１号又は第２号のいずれかに該当し、かつ第３号及び第４号のいずれに

も該当する者とする。あり、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５

条第４項の規定により次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害等級が肢体不自由で１級から３

級であるもの 

(2) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、政令で定めるも

のに罹患している者で、その障害の程度が第１号に掲げる障害の程度と同程度であ

るもの 

(3) 申請時における当該障害者及び配偶者が、地方税法（昭和２５年法律第２２６



号）の規定による市町村民税を課されていない者 

(4) 自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造するこ

とにより社会参加が見込まれる者 

（助成金の額） 

第９７条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。ただし、

１件当たり別表第１０に掲げる額を限度とする。 

２ 助成対象とできるのは、１車両１回限りとする。また、同時に助成対象車両を複数

有することは認めない。 

（助成の申請） 

第９８条 助成を受けようとする者は、小田原市身体障害者等自動車改造費助成申請書

（様式第２０号）を市長に提出するものとし、その際、自動車運転免許証及び自動車

検査証を提示しなければならない。ただし、購入前の場合にあっては、この限りでは

ない。 

２ 第９６条で定める助成対象者は、前項の申請から５年を経過するまでの間は、改め

て当該助成を申請することができない。ただし、障害状況等の変化などにより改造の

必要性を市長が認めた場合、この限りではない。 

（助成の決定） 

第９９条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに助成の適否及び額を決定し、

申請者に通知するものとする。 

（清算報告） 

第１００条 助成を受ける者は、自動車の改造を完了した日から起算して３０日以内に、

小田原市身体障害者等自動車改造費清算報告書（様式第２１号）に自動車改造に係る

請求明細書及び領収書並びに車検証を添えて市長に提出しなければならない。 

第２２章 削除 

第１０１条 削除 

第１０２条 削除 

第１０３条 削除 

第１０４条 削除 

第１０５条 削除 

第２３章 在宅重度障害者等福祉タクシー利用助成事業 



（目的） 

第１０６条 在宅重度障害者等福祉タクシー利用助成事業は、在宅の重度障害者等が道

路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号ハに定める一般乗用旅客自動車

運送事業について同法第４条第１項の許可を受けた者がその営業の用に供する自動車

又は同法第７９条の登録を受けた者がその業務の用に供する自家用自動車（以下これ

らを「福祉タクシー」という。）を利用した場合において、当該福祉タクシーに係る

運賃の一部を助成することにより、その通院及び日常生活の利便を図るとともに、社

会活動への参加を促進することを目的とする。 

（助成要件） 

第１０７条 市長は、在宅の重度障害者等に対し、福祉タクシーの利用料金の一部を助

成する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第２項第１号から第５号までに

規定する施設に入所し、又は、児童福祉法第２７条第２項の規定により都道府県が

医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる

とされた指定医療機関に入院しているとき。 

(2) 医療機関に継続して３月を超えて入院しているとき。 

(3) 神奈川県県税条例施行規則（昭和４５年規則第４３号）第２条第２４号及び第

２５号の規定により自動車税の減免を受け、又は小田原市市税条例（昭和５０年条

例第２号）第２９条第２項第１号の規定により軽自動車税の減免を受けているとき。 

（対象者） 

第１０８条 この要綱による助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）

は、小田原市に住所を有している者であって、次の各号のいずれかに該当する在宅の

重度障害者等とする。 

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の級別が１級又は２級（聴

覚障害並びに肢体不自由上肢及び乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障

害上肢機能（以下「聴覚障害等」という。）による２級を除く。）であるもの 

(2) 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）の規定によ

る療育手帳（以下「療育手帳」という。）の交付を受けている者でその障害の程度

が療育手帳制度の実施について（昭和４８年９月２７日児発第７２５号厚生省児童

家庭局長通知）に定める重度であるもの 



(3) 聴覚障害等にあっては２級、その他の障害にあっては３級の障害の級別である

身体障害者手帳及び神奈川県療育手帳制度実施要綱（昭和４９年１月２８日神奈川

県制定）に定めるＢ１相当の障害の程度である療育手帳の交付を受けている者 

(4) 神奈川県特定疾患医療給付実施要綱（昭和５１年４月１日神奈川県制定）の規

定による特定疾患医療受給者証の交付を受けている者 

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年５月３０日法律第５０

号）の規定による医療受給者証の交付を受けている者 

(6) 児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者 

(7) 精神保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が１級であるもの 

(8) その他市長が特に必要があると認める者 

（助成の額） 

第１０９条 助成の額は、福祉タクシーの車種別初乗り運賃相当額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、道路運送法第７９条の登録を受けた者がその業務の用に

供する自家用自動車にあっては、利用者から収受する運送の対価（平成１８年９月１

５日付国自旅第１４４号国土交通省自動車交通局長名通知に定める運送の対価をい

う。）相当額とし、５００円を上限とする。 

（助成の方法） 

第１１０条 助成は、対象者に助成の額に相当する小田原市在宅重度障害者等福祉タク

シー利用券（様式第２４号。以下「利用券」という。）を交付し、当該利用券により

利用した福祉タクシーを運行する者に助成する額を支払うことによりこれを行うもの

とする。 

２ 前項の規定による支払は、請求があった日の翌日から起算して３０日以内に行うも

のとする。 

（利用券の交付枚数） 

第１１１条 利用券の交付枚数は、利用券交付申請日の属する月から起算し、当該年度

の最終月までの月数に４を乗じて得た枚数とする。 

２ 第１０８条第１項に該当する者のうち、腎臓機能障害を事由として身体障害者手帳

の交付を受けた者でその障害の級別が１級であるものについては、前項の規定にかか

わらず、利用券の交付枚数を、利用券交付申請日の属する月から起算し、当該年度の

最終月までの月数に６を乗じて得た枚数とする。 



（利用券により利用できる福祉タクシーの範囲） 

第１１２条 利用券により利用できる福祉タクシーは、小田原市と協定を締結している

者の福祉タクシーとする。 

（利用方法） 

第１１３条 利用者が、福祉タクシーを利用する場合は、乗車の際利用券１枚を福祉タ

クシーの運転者に提出しなければならない。 

２ 利用者が、福祉タクシーを利用した場合において、当該福祉タクシーの運賃の額が

助成の額を超えたときは、その差額を当該福祉タクシーの運転者に支払わなければな

らない。 

（利用券の交付申請） 

第１１４条 利用券の交付を受けようとする対象者は、在宅重度障害者等福祉タクシー

利用券交付申請書（様式第２５号）を市長に提出しなければならない。 

（利用券の有効期限） 

第１１５条 利用券の有効期限は、交付した日の属する会計年度の末日とする。 

（利用券の譲渡等の禁止） 

第１１６条 利用券は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（利用券の返還等） 

第１１７条 利用券の交付を受けている者が第１０７条に定める対象者でなくなった場

合、又は第１０７条ただし書に定める条件に該当するようになった場合は、速やかに

市長に届け出るとともに、交付された利用券を返還しなければならない。 

第１１８条 市長は、前２条の規定に違反した者及び偽りその他の不正の手段により利

用券を利用した者がある場合は、その者に当該利用に係る助成の額相当額の支払を求

めるとともに、交付した利用券を返還させることができるものとする。 

第２４章 削除 

第１１９条 削除 

第１２０条 削除 

第２５章 障害者施設等通所者交通費助成事業 

（目的） 

第１２１条 障害者施設等通所者交通費助成事業は、通所により障害福祉サービス等を

利用する障害者等に対して、その利用に係る交通費を助成し、障害福祉サービス等の



利用及び社会参加を促進するとともに、介護者の心身及び経済的負担の軽減を図るこ

とを目的とする。 

（対象者） 

第１２２条 交通費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、本

市が援護の実施者である者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による生活扶

助又は生業扶助としてこれらの施設への通所に要する交通費の支給を受けている者を

除く。）で、次の各号に掲げるサービス等のいずれかを提供する事業所等を利用して

いるものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の

額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号）に規定する送迎加算

の算定要件に該当する事業所を利用する者を除く。 

(1) 法第５条第７項に規定する生活介護を提供する事業所 

(2) 法第５条第１２項に規定する自立訓練を提供する事業所 

(3) 法第５条第１３項に規定する就労移行支援を提供する事業所 

(4) 法第５条第１４項に規定する就労継続支援を提供する事業所 

(5) 法第４０条に規定する地域活動支援センター 

（助成額） 

第１２３条 交通費の助成額は、１月につき、次に掲げる交通手段の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。この場合において、次の各号に掲げる方法の２以上を利用す

る場合は、当該各号に定める額の合計額とする。 

(1) 交通機関を利用する場合 最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法に

より算出した運賃の額にその月の通所した日数（以下「通所日数」という。）を乗

じて得た額（その者が定期券を購入したときは、当該経路及び方法による通所期間

１月の定期券の価格）に相当する額 

(2) 自家用車又はタクシーを利用する場合 次に掲げる利用距離の区分に応ずる額

に通所日数を乗じて得た額。ただし、往路又は復路の一方のみ利用する場合は、次

に掲げる利用距離の区分に応ずる額に２分の１を乗じて得た額に通所日数を乗じて

得た額 

ア 片道５キロメートル未満の場合 １５０円 

イ 片道５キロメートル以上の場合 ２５０円 



(3) 前条各号に掲げる施設の所有する車両を利用する場合 次に掲げる利用距離の

区分に応ずる額に通所日数を乗じて得た額。ただし、往路又は復路の一方のみ利用

する場合は、次に掲げる利用距離の区分に応ずる額に２分の１を乗じて得た額に通

所日数を乗じて得た額 

ア 片道５キロメートル未満の場合 ３００円 

イ 片道５キロメートル以上の場合 ５００円 

２ 運賃の改定又は通所経路の変更等により交通費の助成額を変更すべきときは、その

事実が生じた日の属する月の翌月分（その日が月の初日であるときは、その日の属す

る月分）から助成額を変更するものとする。 

（申請及び決定） 

第１２４条 交通費の助成を受けようとする者は、小田原市障害者施設等通所者交通費

助成申請書（様式第２６号）により市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を申請

者に対し通知するものとする。 

（支給方法） 

第１２５条 交通費の助成金は、次の表の左欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲

げる支給月の末日までに支給するものとする。 

区分 支給月 

４月分から６月分まで ７月 

７月分から９月分まで １０月 

１０月分から１２月分まで １月 

１月分から３月分まで ４月 

（通所報告書） 

第１２６条 交通費の助成の決定を受けた者は、前条の表に掲げる区分に係る期間にお

ける通所実績を、当該期間に対応する支給月の１０日（１月分から３月分までの期間

に係る通所実績にあっては、３月３１日）までに、障害者施設等通所報告書（様式第

２７号）により市長に報告しなければならない。 



（通所の中止又は変更） 

第１２７条 交通費の助成を受けている者は、通所を中止したとき又は通所経路、住所

若しくは氏名を変更したときは、障害者施設等通所中止・変更届書（様式第２８号）

より市長に届け出なければならない。 

（助成金の返還） 

第１２８条 偽りその他不正な手段により交通費の助成を受けた者があるときは、市長

は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

第２６章 軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業 

（目的） 

第１２９条 軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業は、身体障害者福祉法に基づく

身体障害者手帳の交付対象とならないことから、法第７６条に規定する補装具費の支

給の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の向

上を支援するため、補聴器購入等に要する費用の一部を助成することにより、軽度・

中等度難聴児の福祉の向上に資することを目的とする。 

（対象児） 

第１３０条 補聴器購入等の助成の交付対象は、次の各号の全てを満たす児童とする。 

(1) 交付申請日において小田原市に居住する１８歳未満の者であること。 

(2) 平均聴力レベルが両耳とも原則として３０デシベル以上であって、聴覚障害を

事由とする身体障害者手帳の交付対象とならないこと。 

(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療によ

り聴力が回復する見込がないこと。 

(4) 別表第１２に掲げる医師から、補聴器の装用によって言語の習得等に一定の効

果が期待できると判断された者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、法第７６条第１項ただし書きに該当する場合又は労働者

災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）その他の法令の規定に基づいて補聴器購

入費等の助成を受けることができる場合は、この章の規定による助成の対象外とする。 

（対象経費） 

第１３１条 補聴器購入等の助成対象となる経費は、補聴器の購入又は修理に要する費

用とする。 

（補助基準額等） 



第１３２条 補聴器購入等の助成の算定基礎となる額は、補聴器の購入又は修理に要す

る経費として市長が必要と認める額と、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算

定等に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２８号。以下「補装具支給基準」

という。）第３項及び第４項の規定を準用して算定した額（以下「基準額」とい

う。）とを比較して少ない方の額とする。この場合において、補装具支給基準の別表

１（５）補聴器の項中「高度難聴用」とあるのは「軽度・中等度難聴用及び高度難聴

用」と読み替えて算定するものとする。 

（助成金の交付額） 

第１３３条 補聴器購入等の助成額は、前条に定める額の３分の２とする。この場合に

おいて、算定した額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、補聴器購入等の助成対象児童の保護者が次のいずれかに

該当する場合は、前条の定める額全額を補助する。 

(1) 申請日の属する年度（申請日が４月から６月までの場合は、前年度）分の市町

村民税が非課税世帯に属する場合 

(2) 生活保護法による被保護世帯に属する場合 

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）の規定による支援給

付を受けている世帯に属する場合 

（交付申請） 

第１３４条 補聴器購入等の助成を希望する対象児童の保護者（以下「申請者」とい

う。）は、軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成金交付申請書（様式第２９号。以下

「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。 

(1) 別表第１２に掲げる医師が対象児童の聴力検査を実施して交付した、軽度・中

等度難聴児補聴器購入等助成事業医師意見書（様式第３０号。以下「意見書」とい

う。） 

(2) 意見書に基づき補聴器の販売（修理）事業者が作成した見積書 

(3) 申請者の属する世帯員全員の課税証明書又は非課税証明書（申請日の属する年

度（申請日が４月から６月までの場合は、前年度）分の住民税が他市町村で課税さ

れている場合に限る。） 



(4) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第１３５条 市長は、前条の申請書及び添付書類を審査した結果、助成することを決定

した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成金交付決定通知書（様式第３１号）

により、申請を却下することを決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成

金交付申請却下通知書（様式第３２号）により申請者に通知するものとする。 

（補聴器の購入） 

第１３６条 前条の規定により交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

交付決定後速やかに、軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成金交付決定通知書に記載

された決定業者（以下単に「決定業者」という。）から補聴器を購入するものとする。 

（助成金の請求） 

第１３７条 前条により補聴器を購入した交付決定者は、軽度・中等度難聴児補聴器購

入等助成金請求書（様式第３３号）に当該補聴器購入に係る領収書を添えて、市長に

補聴器購入等の助成金を請求するものとする。 

２ 市長は、前項により請求があったときは、内容を審査し、第１３３条に規定する額

の助成金を交付するものとする。 

（代理受領） 

第１３８条 前条の規定にかかわらず、決定業者は、補聴器購入等の助成金を交付決定

者に代わって受領することについて、あらかじめ市長に申し出ているときは、当該助

成金について、交付決定者からの委任に基づき、交付決定者に支給するべき額の限度

内において、交付決定者に代わって支払いを受けることができる。 

（関係帳簿の整理） 

第１３９条 市長は、助成金の支給に当たっては、軽度・中等度難聴児補聴器購入等助

成金支給台帳（様式第３４号）を備え、必要な事項を記載するものとする。 

（助成金の返還） 

第１４０条 市長は、交付決定者が次の各号に該当するときは、当該交付決定者に助成

金の一部又は全部の返還を求めることができる。 

(1) 虚偽又は不正の手段により助成金を受けたとき 

(2) 補聴器を目的に反して使用され、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき 

（その他） 



第１４１条 この要綱に定めのない事項については、原則として補装具支給基準及び補

装具費支給事務取扱指針について（平成３０年３月２３日付け障発０３２３第３１号

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の別添、補装具費支給事務取扱指針

を準用するものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、補聴器購入等助成事業の実施に関して必要な事項は市

長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

(1) 小田原市手話通訳者設置事業要綱（昭和５１年４月６日制定） 

(2) 小田原市手話通訳者等派遣事業実施要綱（平成９年４月１日制定） 

(3) 小田原市手話通訳者等登録要綱（平成９年４月１日制定） 

(4) 小田原市日常生活用具給付等実施要綱（昭和５９年１２月１日制定） 

(5) 小田原市在宅重度心身障害児者訪問入浴サービス事業実施要綱（平成３年４月

１日制定） 

(6) 小田原市身体障害者更生訓練費支給要綱（平成１７年４月１日制定） 

(7) 小田原市重度身体障害者緊急通報システム事業運営要綱（平成２年１０月１日

制定） 

(8) 小田原市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱（昭和４９年１０月１８日

制定） 

(9) 小田原市障害者自動車運転免許取得費用助成要綱（平成３年４月１日制定） 

(10) 小田原市在宅重度障害者等福祉タクシー利用助成要綱（昭和５９年１０月１日

制定） 

(11) 小田原市障害者施設等通所者交通費助成要綱（平成３年４月１日制定） 

３ 第３８条第２項に規定するサービスの利用に係る市による助成額について、サービ

スの提供に要する費用の額の１００分の９０に相当する額とあるのは、平成２２年３

月末日までの間は、１００分の９５として実施するものとする。 

４ 第８５条第２項に規定するサービスの利用に係る市による助成額について、サービ

スの提供に要する費用の額の１００分の９０に相当する額とあるのは、当該サービス

支給決定障害者等の所得階層が法施行令第１７条第１項第２号又は第３号の規定に該



当する場合は、平成２２年３月末日までの間は、１００分の９５として実施するもの

とする。 

５ この要綱に規定する事業を実施するに当たり、当面の間、第２条各号に掲げる要綱

に規定する様式を所要の調整をして使用することができるものとする。 

別表第１（第22条関係） 

意思疎通支援者等の派遣に係る謝礼金の額 

意思疎通支

援者の区分 

意思疎

通支援

者の居

住地 

謝礼金基本額 謝礼金加算額 

派遣時間

が４時間

以内の場

合 

派遣時間

が４時間

を超える

場合 

派遣先が市

内の場合 

派遣先が市

外の場合 

派遣時間が

午後10時か

ら翌午前５

時までの場

合 

第19条第２

項第１号、

第２号又は

第３号に掲

げる意思疎

通支援者 

市内 

4,000円 

１時間に

つき 

1,000円 

500円 1,000円 

１時間につ

き 

1,000円 
市外 1,000円 1,000円 

（注）１ 謝礼金加算額の算定は、１派遣につき１回とする。 

２ 謝礼金基本額に係る時間の算定については、１時間未満の端数がある場合は、

当該端数を１時間として計算する。 

別表第２（第25条、第29条関係） 

（別表）日常生活用具一覧 

種

目 
品目 

基準額 

（円） 

支給対象障がい等 
その他対象とす

る条件等 
耐

用

年

数 

介

護

保

険 

身体 知的 
精

神 

難

病 

障が

いの 

その他

条件等 
者 児 者 児 



種 類

／ 等

級 

介

護

・

訓

練

支

援

用

具 

特殊寝台 

（訓練用ベッドを

含む） 

200,000 ○ ○    ○ 

両 下

肢 ま

たは 

体 幹

１ 、

２級 

用具を 

必 要 と

す る 方

（ ３ 歳

以 上 。

た だ

し 、 訓

練 い す

に つ い

て は 18

歳 未

満） 

８ ○ 

特殊マット 

（じょくそうの防

止、失禁等による

汚染・損耗を防止

できるもの） 

19,600 ○ ○ ○ ○  ○ ４ ○ 

特殊尿器 

（尿が自動的に吸

引されるもの） 

67,000 ○ ○    ○ ５ ○ 

入浴担架 

（担架に乗せたま

まリフト装置によ

り 入 浴 さ せ る も

の） 

82,400 ○ ○     ５  

体位変換器 15,000 ○ ○    ○ ５ ○ 

訓練いす 33,100  ○     ５  

移動用リフト 159,000 ○ ○    ○ 

天 井 走

行 型 な

ど 住 宅

改 造 を

伴 う も

４ ○ 



の を 除

く 

（ ３ 歳

以上） 

自

立

生

活

支

援

用

具 

入浴補助用具 90,000 ○ ○    ○ 

下

肢 、

体 幹

又 は

運

動 ・

移動 

1,2,3

級 

入 浴 に

介 助 が

必 要 な

方 

（ 学 齢

児 以

上） 

８ ○ 

便器 

（ポータブルトイ

レ 、 ゴ ム 製 便 器

等） 

5,400 ○ ○    ○ 

両 下

肢 ま

た は

体幹 

１ 、

２級 

用 具 を

必 要 と

する方 

（ 学 齢

児 以

上） 

８ ○ 

頭部保護帽 12,160 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 

用 具 を

必 要 と

す る 方

（ 施 設

入 所 者

を 含

む。） 

３  

つえ（Ｔ字杖、棒 3,000 ○ ○    ○ 下肢 歩 行 時 ３  



状杖） に 補 助

が 必 要

な方 

移動・移乗支援用

具 

（簡易スロープ、

ポータブルの手す

り等） 

60,000 ○ ○     

① 平

衡 

② 下

肢 ま

た は

体幹 

１ 、

２ 、

３級 

家 庭 内

の 移 動

等 に 介

助 が 必

要 な 方

（ 学 齢

児 以

上 ） ※

住 宅 改

造 を 伴

う も の

を除く 

８ ○ 

特殊便器 

（足踏みペダル式

温水温風機能付き

便座） 

151,200 ○ ○    ○ 

上肢 

１ 、

２級 

用 具 を

必 要 と

する方 

（ 学 齢

児 以

上） 

８  

火災警報機 

（室内の火災を感

知し、音または光

を発して屋外にも

警報ブザーで知ら

せるもの） 

15,500 ○  ○  ○  

① 身

体 

１ 、

２級 

② 知

的 

① 障 害

特 性

上 、 火

災 発 生

の 感 知

及 び 避

８  



自動消火器 

（室内温度の異常

上昇等で自動的に

消火液を噴射し初

期火災を消火でき

るもの） 

28,700 ○  ○  ○ ○ 

Ａ

１ 、

Ａ２ 

③ 精

神 

１級 

難 が 著

し く 困

難 な 条

件 欄 に

記 載 の

あ る 者

の 世 帯

及 び 代

替 者 が

世 帯 に

含 ま れ

な い 場

合 

８  

歩行時間延長信号

機用小型送信機 
7,000 ○ ○     

視覚 

１ 、

２級 

用 具 を

必 要 と

する方 

（ 学 齢

児 以

上） 

1

0 
 

聴覚障害者用屋内

信号装置 
87,400 ○      

聴覚 

２級 

① 条 件

欄 に 記

載 の あ

る 者 の

世帯 

② 代 替

者 が 世

帯 に 含

ま れ な

1

0 
 



い 場 合

（ ま た

は 、 こ

れ に 準

ず る 世

帯） 

聴覚障害者用時計 13,300 ○      
聴覚 

２級 

用 具 を

必 要 と

する方 

（ 学 齢

児 以

上） 

５  

在

宅

療

養

等

支

援

用

具 

透析液加温器 51,500 ○ ○     

腎臓 

１ 、

３級 

自 己 連

続 携 行

式 腹 膜

潅 流 法

に よ る

透 析 療

法 を 行

う方 

５  

ネブライザー（吸

入器） 

①本体のみ 

②内部バッテリー

がない場合は外部

バッテリー可 

36,000 ○ ○    ○ 

① 呼

吸器 

１ 、

３級 

② 両

上 下

肢 

１ 、

用 具 を

必 要 と

する方 

５  

電気式たん吸引器 56,400 ○ ○    ○ ５  



①本体のみ 

②内部バッテリー

がない場合は外部

バッテリー可 

２級 

③ 体

幹 

１ 、

２級 

酸素ボンベ運搬車 17,000 ○      ― 

医 療 保

険 に お

け る 在

宅 酸 素

療 法 を

行う方 

1

0 
 

動脈血中酸素飽和

度測定器（パルス

オキシメーター） 

50,000 ○ ○    ○ 

① 呼

吸 器

３ 級

以 上

② 心

臓 ３

級 以

上 ③

在 宅

酸 素

療 法

を 行

っ て

い る

方 、

又 は

人 工

用 具 を

必 要 と

する方 

５  



呼 吸

器 を

常 時

使 用

し て

い る

方 

視覚障害者用体温

計 

（音声式） 

9,000 ○      

視覚 

１ 、

２級 

① 条 件

欄 に 記

載 の あ

る 者 の

世帯 

② 代 替

者 が 世

帯 に 含

ま れ な

い場合 

５ 

 

視覚障害者用体重

計 

（音声式） 

18,000 ○      ５ 

視覚障害者用血圧

計 

（音声式） 

12,000 ○      ５ 

情

報

・

意

思

疎

通

支

援

用

具 

携帯用会話補助装

置 

（携帯式で言葉を

音声又は文章に変

換する機能） 

98,800 ○ ○    ○ 

① 音

声 

② 言

語 

発 声 、

発 語 に

障 が い

が あ る

方 （ 学

齢 児 以

上） 

５  

情報・通信支援用

具 

（パソコン周辺機

器・アプリケーシ

100,000 ○ ○     

① 視

覚 

１ 、

２級 

用 具 を

必 要 と

する方 

（ 学 齢

６  



ョンソフト等） ② 上

肢 

１ 、

２級 

児 以

上） 

点字ディスプレイ 

（文字等のコンピ

ュータの画面情報

を点字等により示

すことができるも

の） 

383,500 ○      

視覚 

１ 、

２級 

用 具 を

必 要 と

する方 

６  

点字器 10,400 ○ ○     視覚 

用 具 を

必 要 と

する方 

５  

点字タイプライタ

ー 
63,100 ○ ○     

視覚 

１ 、

２級 

就 労 、

就 学 し

て い る

又 は 就

労 、 就

学 が 見

込 ま れ

る方 

５  

視覚障害者用ポー

タブルレコーダー 
85,000 ○ ○     

用 具 を

必 要 と

する方 

（ 学 齢

児 以

上） 

６  

          

視覚障害者用活字

文書読上げ装置 
99,800 ○ ○     ６  



視 覚 障 害 者 用 音

声・拡大読書器 
198,000 ○ ○     視覚 

音 声 又

は 拡 大

文 字 に

よ り 文

章 等 を

理 解 す

る こ と

が 可 能

に な る

方 

（ 学 齢

児 以

上） 

８  

視覚障害者用時計

（ 音 声 式 、 触 読

式） 

13,300 ○      

視覚 

１ 、

２級 

用 具 を

必 要 と

す る 方

（ 学 齢

児 以

上） 

1

0 
 

ＦＡＸ機能付き電

話機 

（本体のみ） 

30,000 ○ ○     

① 聴

覚 

② 言

語 

③ 音

声 

用 具 を

必 要 と

する方 

（ 学 齢

児 以

上） 

５  

人工喉頭（笛式） 5,000 ○ ○     
① 音

声 

音 声 機

能 を 喪

４  

人 工 喉 頭 （ 電 動 70,100 ○ ○     ５  



式） ② 言

語 

③ そ

し ゃ

く 

失 し た

者 

人工喉頭 

（ 埋 込 型 用 人 工

鼻） 

月額 

○ ○     －  

23,100 

点字図書 

年間６タイトル又

は24巻を限度とし

ます（辞書等一括

して購入しなけれ

ばならないものを

除く） 

― ○ ○     視覚 

情 報 の

入 手 が

点 字 に

よる方 

―  

排

せ

つ

管

理

支

援

用

具 

ストマ用装具（蓄

便袋） 

月額 

○ ○     

ぼ う

こ

う ・

直腸 

用 具 を

必 要 と

す る 方

（ 施 設

入 所 者

を 含

む ） 自

然 排 尿

型 代 用

ぼ う こ

う に よ

り 高 度

の 排 尿

機 能 障

害 の あ

る 方

―  

8,900 

ストマ用装具（蓄

尿袋） 

月額 

○ ○     ―  

11.300 



で 、 紙

お む つ

等 を 必

要 と す

る方 

紙おむつほか衛生

用品 

月 額

12,000 
○ ○     

「 そ

の 他

条

件 」

欄 に

該 当

す る

方

で 、

紙 お

む つ

を 必

要 と

す る

３ 歳

以 上

の方 

ア  肢

体 １ 、

２ 級 か

つ 脳 性

麻 痺 等

脳 原 性

運 動 機

能 障 が

い に よ

り 排 尿

又 は 排

便 の 意

思 表 示

が 困 難

な 方

で 、 自

力 移

動 、 座

位 保

持 、 意

思 疎 通

又 は 介

助 定 時

排 泄 が

―  



困 難 な

方 

 

イ  二

分 脊 椎

に よ る

排 尿 又

は 排 便

機 能 障

が い の

ある方 

 

ウ  先

天 性 鎖

肛 に 対

す る 肛

門 形 成

術 に 起

因 す る

高 度 の

排 便 機

能 障 害

の あ る

方 

 

エ  先

天 性 疾

患 （ 先

天 性 鎖



肛 を 除

く 。 ）

に 起 因

す る 神

経 障 害

に よ る

高 度 の

排 尿 ・

排 便 機

能 障 害

の あ る

方 

 

オ  治

療 に よ

る 軽 快

の 見 込

み の な

い ス ト

マ 周 辺

の 皮 膚

の 著 し

い び ら

ん 、 ス

ト マ の

変 形 の

た め 、

ス ト マ

用 装 具



を 装 着

で き な

い 方

（ ア ～

オ す べ

て で 施

設 入 所

者 を 含

む） 

収尿器（男性用） 7,700 ○ ○     肢 体

１ 、

２級 

用 具 を

必 要 と

する方 

１  

収尿器（女性用） 8,500 ○ ○     １  

居

宅

生

活

動

作

補

助

用

具 

居宅生活動作補助

用具 

（障がい児・者の

移動等を円滑にす

る用具で、設置に

小規模な住宅改修

を伴うもの） 

200,000 ○ ○    ○ 

① 下

肢 ま

た は

体幹 

１ 、

２ 、

３級 

② ※

に 該

当 す

る も

の 

※ 先 天

性 の 非

進 行 性

脳 病 変

に よ る

運 動 機

能 障 が

い の あ

る方 

（ 学 齢

児 以

上） 

１

回

限

り 

○ 

（注）１ 支給対象障害等の欄の表記について 

「身体」「者」・・・身体障がい者 「身体」「児」・・・身体障がい児 

「知的」「者」・・・知的障がい者 「知的」「児」・・・知的障がい児 

「精神」   ・・・精神障がい者 「難病」   ・・・難病患者等 



２ 支給対象障害者等の欄の「○」は、日常生活用具費の支給を受けることがで

きる品目であることを示します。 

３ 介護保険欄の「○」は、介護保険制度で同様の品目に対する補助があること

を示します。 

４ 支給要否決定に際し、主治医等の医学的見解の確認が必要な場合があります。 

別表第３（第38条関係） 

移動支援事業に係るサービス提供に要する費用の額の算定に用いる単位等 

移動支援事業に係るサービス提供に要する費用の額は、(１)に定める基本単位に

(３)に定める割増率を乗じて得た補正後単位に月ごとの利用時間を乗じて得た単位数

及び(２)に定める開始時加減算単位に加減算回数を乗じて得た単位数の合計単位数に、

(４)に定める１単位の単価を乗じて得た金額とする。 

(１) 基本単位 

区分 
サービス提供に

係る所要人員 
利用時間 算定単位数 

基本単位 

（身体介護なし） 

１人につき 30分毎 

75単位 

基本単位 

（身体介護あり） 
82単位 

(２) 開始時加減算単位 

時間帯区分 時間区分 

加減算単位数 

身体介護なし 身体介護あり 

日中 30分 ５単位 148単位 

１時間 ０単位 236単位 

１時間30分 ０単位 334単位 

夜間早朝 30分 ６単位 185単位 



１時間 ０単位 295単位 

１時間30分 ０単位 417単位 

深夜 30分 ７単位 222単位 

１時間 ０単位 354単位 

１時間30分 ０単位 501単位 

日中・夜間早朝 30分・30分 △１単位 258単位 

30分・１時間 △２単位 381単位 

１時間・30分 ０単位 358単位 

夜間早朝・日中 30分・30分 １単位 273単位 

30分・１時間 １単位 371単位 

１時間・30分 ０単位 393単位 

夜間早朝・深夜 30分・30分 △２単位 317単位 

30分・１時間 △１単位 464単位 

１時間・30分 ０単位 442単位 

深夜・夜間早朝 30分・30分 １単位 332単位 

30分・１時間 ０単位 455単位 

１時間・30分 ０単位 476単位 

(３) 利用時間帯に応じた割増率 

利用時間帯 割増率 

日中（午前８時から午後６時まで） 1.00 



夜間・早朝（午後６時から午後10時ま

で及び午前６時から午前８時まで） 
1.25 

深夜（午後10時から午前６時まで） 1.50 

(４) １単位の単価 

１単位の単価 10.60円 

別表第４（第46条関係） 

訪問入浴サービスの提供に要する費用 

区分 １回のサービス提供に要する費用の額 

訪問入浴サービスを実施した場合 9,000円 

訪問入浴サービス事業者が入浴サ

ービスを実施するために訪問した

が、利用者又はその家族に帰すべ

き事由により、利用者への入浴サ

ービスが不可能となった場合 

6,300円 

別表第５ 削除 

別表第６（第61条関係） 

食の自立支援事業（配食サービス）の利用に係る利用者負担額 

提供する食事の種類 利用者負担額 

普通食 500円 

特別食 500円 

別表第７ 削除 

別表第８（第85条関係） 

日中一時支援事業Ⅰ型に係るサービス提供に要する費用の額の算定に用いる単位等 

日中一時支援事業Ⅰ型に係るサービス提供に要する費用の額は、利用のあった月ご

とに、(１) 基本単位及び(２) 加算単位に基づき算出した合計単位数に(３)１単位



の単価に定める単価を乗じて得た金額とする。 

(１) 基本単位 

サービス類型 利用時間 算定単位数 

福祉型 

４時間未満 170単位 

４時間以上８時間未満 340単位 

８時間以上 510単位 

医療型 

４時間未満 500単位 

４時間以上８時間未満 1,000単位 

８時間以上 1,500単位 

(２) 加算単位 

加算の種類 算定単位数 

送迎加算（片道） 54単位 

食事提供体制加算 42単位 

(３) １単位の単価 

１単位の単価 10.60円 

別表第９ 削除 

別表第10（第97条関係） 

身体障害者自動車改造費助成金の１件当たりの限度額 

１件当たりの限度額 100,000円 

別表第11 削除 

別表第12（第130条、第134条関係） 

軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成金用診断書を作成する医師は、次のいずれかに

該当する医師とする。 



身体障害者福祉法第15条第１項に基づく指定医（聴覚障害に係るものに限る。） 

障害者総合支援法第54条第１項に基づく指定を受けた指定自立支援医療機関の医

師（一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会から耳鼻咽喉科専門医の認定を受けた医師

に限る。） 



様式第１号（第16条関係） 

 



様式第２号（第19条関係） 

 



様式第３号（第19条関係） 

 



様式第４号（第21条関係） 

 



様式第５号（第22条関係） 

 



様式第６号（第26条関係） 

 



様式第６号の２（第27条関係） 

 



様式第６号の３（第27条関係） 

 



様式第７号（第27条関係） 

 



様式第７号の２（第27条関係） 

 



様式第８号（第27条関係） 

 



様式第８号の２（第27条関係） 

 

様式第９号 削除 



様式第10号（第44条関係） 

 



様式第11号（第48条関係） 

 



様式第12号（第58条関係） 

 



様式第13号（第62条関係） 

 



様式第14号（第68条関係） 

 



様式第15号（第68条関係） 

 



様式第16号（第69条関係） 

 



様式第17号（第71条関係） 

 



様式第18号 削除 

様式第19号 削除 

 



様式第20号（第98条関係） 

 



様式第21号（第100条関係） 

 

様式第22号 削除 

様式第23号 削除 

 



様式第24号（第110条関係） 

 



 



 



様式第25号（第114条関係） 

 



様式第26号（第124条関係） 

 



様式第27号（第126条関係） 

 



様式第28号（第127条関係） 

 



様式第29号（第134条関係） 

 



様式第30号（第134条関係） 

 



 



様式第31号（第135条関係） 

 



様式第32号（第135条関係） 

 



様式第33号（第137条関係） 

 



様式第34号（第139条関係） 

 


